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川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例

の一部を改正する条例 

第１条 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条

例（平成２０年川崎市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条を次のように改める。 

 （期末手当） 

第６条 議会議員で６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」と

いう。）に在職するものに対しては、期末手当を支給する。これらの基準日

前１箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は

議会の解散により任期が終了した議会議員（当該これらの基準日においてこ

の項前段の規定の適用を受ける者を除く。）についても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（同項後段に規定する者にあ

っては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその

議員報酬の月額に１００分の４５を乗じて得た額の合計額に、６月に支給す

る場合においては１００分の１６０、１２月に支給する場合においては１０

０分の１５０を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の議会議員としての在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴ ６箇月 １００分の１００ 

⑵ ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

⑶ ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

⑷ ３箇月未満 １００分の３０ 

３ 前２項に定めるもののほか、期末手当の支給については、川崎市職員の給

与に関する条例の適用を受ける職員の例による。 

第２条 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条

例の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「１００分の１６０」を「１００分の１４５」に、「１００

分の１５０」を「１００分の１６５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２１年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

平成２２年４月１日から施行する。 

 （平成２１年１２月の期末手当の額の特例） 

２ 第１条の規定による改正後の条例（以下「新条例」という。）第６条第２項



の規定にかかわらず、第１号に掲げる額と第２号に掲げる額とに差額が生じる

こととなる者に対して平成２１年１２月に支給する期末手当の額は、第１号に

掲げる額が第２号に掲げる額に満たない場合にあっては同項の規定により算定

される額（以下「基準額」という。）に当該差額を加えて得た額とし、第１号

に掲げる額が第２号に掲げる額を超える場合にあっては基準額から当該差額を

減じて得た額とする。 

 ⑴ 平成２１年６月に支給した期末手当の額及び基準額の合計額 

 ⑵ 次に掲げる額の合計額 

  ア 平成２１年６月１日において川崎市議会議員（以下「議会議員」とい

う。）が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に１００分の

４５を乗じて得た額の合計額に１００分の１４５を乗じて得た額 

  イ 平成２１年１２月に支給する期末手当について、新条例第６条第２項中

「１００分の１５０」とあるのを「１００分の１６５」と読み替えて、同

項の規定に準じて算定される額 



   提 案 理 由 

 

 川崎市特別職員給与条例の適用を受ける職員の例によることとされていた議会

議員の期末手当の額その他期末手当の支給に関し必要な事項を定めるため、及び

議会議員の期末手当の額を改定するため、この条例を制定するものである。 


